
国 有 財 産 売 払 公 示 書 

 

 下記国有財産を先着順により売払いします。 

 

記 

１  売払物件 

 

所在地 区分 種目 数量 売払価格 

岡山県津山市沼字絵島７１０番１ 
土地 

工作物 

宅地 

土留・囲障 

267.21㎡ 

（81坪） 
3,290,000円 

   ※面積の坪は、１坪＝3.3058 ㎡で計算し、小数点以下は四捨五入しています。 

 

２ 申し込みに必要な資格 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

（１）国と売買契約締結にあたってその能力を有しない者、契約の履行に関して不正の行為をした者等、

予算決算及び会計令第７０条及び７１条の規定に該当する者。 

（２）国有財産に関する事務に従事する者にあっては、国有財産法第１６条の規定に該当する者 

 （３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団及び警察当局から排除要請がある者。 

 

３ 申し込み方法及び受付期間等 

（１）受付期間 

    平成２４年３月５日（月）から平成２４年３月１６日（金）まで 

    （売払相手方が決定し次第終了します） 

（２）受付時間 

 ９時から正午及び１３時から１７時まで（土、日、祝日等閉庁日は除く） 

 （３）申込先 

   岡山労働局総務部総務課 会計第三係 

   所在地：岡山市北区下石井１－４－１  岡山第２合同庁舎３階 

   電 話：０８６－２２５－２０１１ 

（４）購入申し込みについて 

物件の購入を希望する方は、上記（３）申込先へお問い合わせの上、売払申請書及び詳細資料の交

付を受けてから申し込みを行ってください。申込み方法としては、申込先へ持参するか、又は簡易書

留での郵送（郵便事故等に関しては考慮しません）とします。 

（先着順に売払いしていますので、すでに売却済の場合はご容赦願います。） 

 （５）提出書類 

ア 法人の場合 

     ① 普通財産売払申請書１通 

② 誓約書 １通 

③ 商業登記簿謄本（発行後３ヶ月以内のもの）２通 

④ 印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの）１通 

イ 個人の場合 

     ① 普通財産売払申請書１通 

     ② 誓約書 １通 



③ 住民票抄本（発行後３ヶ月以内のもの）２通 

④ 印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの）１通 

 

４ 売払相手方の決定方法 

   受付期間中において、物件ごとに先着１名様に限り「普通財産売払申請書」受理し、その方を売払相

手方と決定します。ただし、受付期間の初日に限り、同一物件に複数の方から申請があった場合は、抽

選により売払相手方を決定します。また、２日目以降においては、同時（※）に同一物件に複数の方か

ら申請があった場合には、抽選により売払相手方を決定します。 

※ 同時とは、持参した方の申請書を受理する前の審査段階で、別の方からの申請書が郵便により総務

課へ到達した場合又は別の方が申請書を持参した場合を指し、それらの場合には、抽選により売払

相手方を決定します。郵送による申請書を受理する前の審査段階で、申請書を持参した方がある場

合又は同時の郵便で複数の方から申請書が総務課へ到達した場合も同様とします。 

２日目以降で、有効な申請を完全に受理した時は、いかなる場合も、その後の申請書は受け付けま

せん。 

 

５ 契約の締結 

普通財産売払申請書を受理後、１５日以内に契約を締結します。 

   売買契約書の作成を要します。 

 

６ 売買代金の支払い方法 

   代金は即納（契約時に一括して支払）とします。 

 

７ 所有権の移転等 

   所有権移転登記の手続きは、売買代金が納められたことを確認した後、岡山労働局が行います。 

 

８ その他の契約条件等 

（１）売払物件には所有権以外の権利はありません。 

（２）現状のままでは、無道路等で法令上、建物建築等が不可能な物件があります。 

（３）掲載物件には、工作物が含まれる売払物件があります。 

（４）物件の引渡しは、現状有姿となります。 

（５）上記売払価格に加え、所有権移転登記登録免許税及び契約書に貼付する収入印紙税を負担していただ

きます。 

（６）仲介手数料の受払いはありません。 

（７）その他、本案内に定めのない事項は、すべて会計法規の定めるところにより処理します。 

（８）契約締結した内容について公表することとなります。 

 

     以上、公示する。 

 

平成２４年 ３月 １日 

契約担当官 

岡山労働局長  大 崎 眞 一 郎 


